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市民部市民税課・資産税課 

 

 

調布市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（案）の概要について 

 

１ 個人市民税  

●未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（夫）控除の見直し 

【施行日：令和３年１月１日】  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控

除の適用 

【施行日：令和３年１月１日】 

 

 

 

 

 

 

(1) 未婚のひとり親について寡婦（夫）控除を適用する（控除額３０万円）。 

(2) 寡婦（夫）控除について以下の見直しを行う。 

ア  寡婦に寡夫と同じ所得制限（前年の合計所得金額５００万円（年収６７８万

円））を設ける。 

イ  子ありの寡夫の控除額（２６万円）を子ありの寡婦の控除額（３０万円）と

同額とする。 

※ 住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」に記載がある場合には，控除の対

象外とする。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止による政府の自粛要請を踏まえて中止等された

文化芸術・スポーツイベントについて，観客等が入場料等の払戻を請求しなかった場

合には，放棄した金額について寄附金控除の対象とする。 



   2 

 

●住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

【施行日：令和３年１月１日】 

 

 

 

 

 

２ 市たばこ税  

●軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し 

【施行日：令和２年１０月１日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 軽自動車税  

 ●軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

【施行日：公布の日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽量な葉巻たばこ（１本あたりの重量が１ｇ未満）１本を紙巻たばこ１本に換算す

る方式とする。 

※令和３年９月までの１年間は一定の経過措置を講じ，経過措置期間中は０.７ｇ未

満の葉巻たばこを０.７本の紙巻たばことみなして課税する。 

令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に自家用軽乗用車を取得し

た場合に，環境性能割の税率を１％軽減する特例措置について，新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策における税制上の措置として，適用期限を６か月延長し，令和３

年３月３１日までに取得したものを対象とする。 

※この措置による減収額については，全額国費で補塡する。 

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が

遅れた場合でも，住宅ローン控除の控除期間の特例（控除期間の３年延長，１０年⇒

１３年）を適用できることとする。 
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４ 固定資産税 

 ●電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定す

る一定の発電設備（わがまち特例） 

【施行日：公布の日】 

 

 

 

 

  

●生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

【施行日：公布の日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるもの

に限る。）で，総務省令で定める規模以上の発電設備の特例割合について，国の参酌基

準同様４分の３とする。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事

業者等を支援する観点から，適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。 

また，生産性向上特別措置法の改正を前提に，適用期限を２年延長する。 

※この措置による減収額については，全額国費で補塡する。 

 


